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論 文 内 容 の 要 旨

本 論 文 は 、全 幽章 より成 っ て於 り、そ れぞ れ既 発 表論 稿 を基 健 としなが ら、 全体 を再 構 成 し、

統一 して編 別 を なす に 至 った もので ある。

本 論 文が 主 細 をなす課 題 は 、 明治 期 に澄 け る紡 績連 会 を 中心 に、近代 工業 の資 軍家 的組 織 の推

移 を あつ か い、 資本 主 義 の発 達 段階 のそ れぞ れ に診 け る性 質 を分 仇 し よ うと した もので ある。以

下章 を遺 って 、 その内 容 の毅 約 を紹 介 す る。

論 一 章 は、 明 治十 年 代 の紡 績連 合 会 を あつ か って い る。

紡 績連 合 会 は 明 治15年 の 成 立 で あるが 、洋 紙製造 業 に 澄 い て も同 様 の連 合 会 がほ ほ同 じ時 期

成立 した。 この よ うに 、 洋式 機械 を輸八 し洋 人技 師 を催 い、 そ の技術 を 見習 って 産業 を起 そ う と

した部 門 に 、 この よ うな連 合 会 の 成立 を 見る のは、 注 白す べ き事 実 といわ ね ぱ な らぬ。 そ こで研

究 史 をみ る と、 カル テル とす るか 、 も しくは 同業 組 合的 性格 とす るか の二 説 が あ り、 と くに傑 く

追求 され てい ない の で ある。 したが って それ ぞ れ の説 につ い て、理 由ず け を知 る こ とは 困 難 なわ

けで あ るQし か し同業 組 合的 とみ る ことは、 資本 と くに 近代的 機械 制 工業 の部 門 で ある だけ に、

支持 しズ ない。 もっ と も、 なぜ同 業 組 合的 とする説 が で て くる かは別 圃 の課 罎 となる と ころだが 、

ともか く無壌 な説 で あ る¢ され ば とい って、 カル テル 説 を 支持 で きるわ け では ない。 なぜ な ら、

資本 主 義 の 初 期 に カルテ ル が現 れ る とす るこ とは 全 くで き ない 。そ れ な らこれ を ど うみ るか 、そ
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のi生翼 を 見究 め る必要 が あ る と課 題 を 出 した。

そ こで なぜ連 合会 が 設 立 され たか を調 べ る と、 粥 港 後 と くに 明 治に入 っ て、 綿製品 関 係 の輸入

が激 増 し、 と くに綿 糸 が大 き く影 響 してい る。そ の結 果、 留 易収 支は逆 調 とな り、 財 政 を圧迫 し、

さ らに 園 内 棉作農 民 を圧迫 してい る ので ある。そ れ が た め明 治政 府 は、 この こ とを防 ぐた め近 代

的綿 糸 紡績 業 の扶 植 に の り出 した。 また大 阪紡 績 の よ うに全 く民 聞 か ら起 一た もの も あった が、

十 年代 は政 府 の保 護 を うけた ものが 多 か(た 。.そうした こ とか ら紡績 業 は 「洋 糸防 遇 」を任 務 と

してい た。 製 紙連合 会 の場 合 は その 規約 の中 に、外 国品 と対 跡す るた めの もので あ るこ とを理 鮮

で きる条 墳 を含 ん でい る。 紡績 業 では最 初 の規 約 は 残存 し ないが 、各 紡 績 所設 立 趣意 書 に そ れ を

理 解 で きゃ ものが 少 くな い。

開国 して国 際留 易 レ(人'、た とき、 先進 国 工業 製品 の圧 倒的 流 入 を うけ、国 際収 支に嗣 難 を来 し、

また国 内農 民が 破 滅 に追 い や られ る事 情 は 、 どこに も 見 られ るが、 独 立 国家 は関税 政 策 に よって ・

ある程 慶 は防 ぎ とめ 、国 内 産業 を保 護 、育 成 した 。 しか し 日本 は 不平等 条 約 下関 税 自主潅 が 左 く

それ が で き なか った。 した が ・・て関 税 の欠如 を補 った のが 連 合会 で あ り、育 成関 税 と同 様 の役割

を担 った とす る のが'瓜稿 の 主張 で ある。

そ こで遵 合 会 の な した事 をみ る と、 技術 修 得 、技 術者 、従業 員 等 の養 成、 生 産 の成績 の相 互公

開 、 協 力 な ど、 カル テ ル と違 っ て育 威 的 役割 が 強 く、独 占的 な側 面、 例亥.ば価絡 協定 な どの面 は

殆 ん ど効果的 に行 われ てい ない 。

そ こで、 この連 合 会 は初 期 資本 のい わ ゆる初 期独 占では な く、 産業 資本 育 成 を果 した もので あ

るか ら育 成 「カ ルテル 」 と し、本 来 的 カルテ ルに先 行 した もの で あ る と した。

.最後に 、.マニ ユ プ アクチ コ・アやホ 生 産 に あ って は、 「粗 製濫 造 」問題 を契機 と しそ の克 服 の た

め岡 業 組合 を結 成す るに 至 るが、 ¢)ちに 出現 す る協 同組 合 が、 こ こでは 外国 の進 ん だ国 と の貿 易

関係 を と りむす んだ と ころ に生 れ てい る もので あ り、保 護的 性 質 を もつ もの と して い る。

鵜 二 章は 明 治二 十 年 代 の紡績 連 含 会 を あつか って い る。

先章 の あ とを うけ、 初期 「 カルテ ル 」が ど う変 って ゆ くか を分 析 した。 明 治.25年 巖 初 の恐 慌

と と もに、紡 績 連 合会 は さ まさ まな活 動 を した。 と くに ダ ン ピン グ的性 質 を もった最 初 の 輸 出 を

開 始 したG研 究 史 上は、 や は り同業 組 合 的性 質 とみ る 見解 もあ るが、 カル テ ル説 が多 くな る。同

桑 組合 的 とす る説 は 、 綴 籏業 は じめ、 日本 で の産業 資 本 の確 立 が 、 日清戦 争 後 で あ る とす ズ診 く

とす る と、 そ の まズ に 「 カル テル 」を認 め る の に疑 問 視 す る ため で あ る。 他方 、 カル テ ル説 は 、

紡連 の その 後 の活 動 を扱 って 論 らず、 また、 そ の後 の 日清 戦 争 後産 藁 資本 確 立 をみ とめ る点 では

陶業 組 合 説 と同一 で あ る。 同業組 合 説 の疑 問 に答 身 てい ない。 本 稿 で は、 ・卜生 産 か らマニ ユ フア

クチ ユ アへ 、 そ して櫨 威制 大工 業 の成 立 へ と進 む頗 調 な過 程 を前 提 とす る方 法 の実 証 とい う手 続
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きか らは 、 そ の よ うな問題 は解 き身 ない の で ない か とし、初 期 「カ ノレテ ル 」の変 化 に注 目 した。

まず 、 ドイツ資 本 主義 にお い て、育 成 蘭税 が どの よ うな条 件 で 、 どの よ うな具合 に 、 カル テル

保護 関 税 に変 化 し て行 っ たか を明 か に し、 また ドイツ資本 主 義が 後進 園 と して、 イ ギ リス 資本 王

義 と く らべ て、 どの よ うに異 った道 をた どっ たか 、 どの よ うに異nた 発 展段階 を経 過 したか をみ

たQそ れ に よって 日本 の場 合 の発 展 上の特 徴 を と らえ 、育 成 「 カルテ ル 」の変 化 を とらえ る手 が

か りを とらズ よう と した。

紡 績連 合会 は 明 治21年 に 、企 業 勃 興 の あ とを うけ、 あ らた め てそ の団 結 を強 圃 にすべ く、 名

称、 規 約 そ の他 を改 めて 新 た な出発 を した。 それ は 競争 を制限 し洋 糸 に対 抗す るた め で あ った。

そ こで明 治25年 恐 慌 に お いて とっ た対策 をみ る と、育 威 的側 面が な くな った とい え ない が 、洋

糸対 挾 の姿 勢 を と りなが ら、 カル テル的 性 質 を 示す ものへ変 化 した。 と くに、 輸 人 品に は 高率 関

税 を要 求 し、 自国 製 品 の輸 出 に は低率 関 税 と奨励 を求 め る姿 勢が 現 れ た。 も っ と も自主関 税 の欠

如 したわが 国 は、 これ は で き なかnた が、.注白され る事 実 で あ る。 それ が進ん で は 、棉花 諭入 、

綿 糸輸 出両 闘税 免除 の髪 求 と な った もの で あ る。 明 治20年 代 の紡連 は、 この運 動 に明 け暮 れ た

とい って よい 。

棉 綿両 関 税 の 免除 は 、 自由 主 義的性 質 の政策 、 自由貿 易 の 実現 とす る 見解 が 、研 究 史.一と一般 的

で あ って、 引 きつ づ く産 業 費本 確 立 へ と結 び つ けて ゆ く。 ところが帝 函 農 会 を代辮 とす る農i業側

の批 判は 、 紡績 は 自 由留 易 を求 め る と称 して その 実 は 自分 だけを保 護す る こと を求 め てい る の だ

との べ た。 と くに棉花 関 税 の免除 に 対 し農 村 棉 作 を破 滅 さ せ る と農村 の批 判 、反 対が 強 か った。

棉花 輸 入 関税 免除 を扱 っ た研 究 書 は あ るが、 綿 糸輸 出 衡 枕 免除 を扱 った ものは 、 ご く少 な く、

前 述 の よ うに 、関 税 の低 率化 な い し免除 を イギ リス 自由貿 易連 動 の と きの 実施 と類 似 して い る こ

と もあっ てか 、 自 由貿 易的 実施 とされ てい る。 本 稿 はそ れ と全 く逆 に規 定 して ある 。す な わ ち、

関 祝 自主 権 が ない ため に 輸入外 国 製 品 に高関 税 を付す る等 自由が ない 。 そ こで 、 競争 し合 う印 慶

綿 糸 と 日本 糸が 中国 市場 に到着 した と きの価 格 関 係 を詳 し くしらべ 、 どの よ うに援 助す れ ば競争

に勝 て る かを考 乏 て{采った もの で、 関税 自主権 欠 如 の下 で採 った カル テ ル保 護 関 税政 策 で あ る と

した。 したが っ て正 常 な 形の もの では な い ので ある。

つ い で、 印度 棉花 購入 に あた っ て、 日本 郵船会 社 と紡 績連 合 会 の提 携 に つい て も、 これ を独 占

的 性 質 の もの とみ る説 は なか った が 、 これ を海 運 同 盟 に と もな う独 占的 性 質 と した。 す なわ ち、

:孟買,日 本航 路 は外 園 船 の独 占で 、そ の闘 に海 運 同 盟 が 成 立 し、 そ の他 の船 の就航 を駆 遂 して

い た。『日本 郵船 は紡績 連 合会 と結 ん で、 定 期船 就 航 を安 定 させ る債荷保 障 を獲 得 、 さ らに国 家 援

助 の 下、 つ ま り三 者 一体 とな って、海 運 同 盟 と くにそ の 有 力船会 仕 で あ った ピー9オ ー会 社 と争

った の で ある。 か くて協 定成 って 日不 郵 船 は海 運 同盟 に加盟 す るが 、 さ きの債 荷 安定 の保 障 に紡
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違 とてい け い し、運賃 の一 部 を リベ ー トす る こ とに した。 この特 約 関係 は紡 連 の カル テル的 性 質

を一 段 強加 したQ

こ うして、 た んに 明治25年 恐 慌 の ときの処 置 に よっ てばか りで な く、 そ の後 の政:策要 求 とそ

の実 施 を通 じ、紡 績連 合会 が カルテ ル と して変 っ て行 っ た。

第三 章 は、前 章 を うけ て、紡 績業 が カルテ ル的性 質 を加 ズ 、海外 輸 出に椿 力 的 に乗 り出 しな が

ら、 い ち早 く海 外 へ の 企業 進 を試 み るに 至 った事情 をさ ぐってい る。

日清 戦争 後 の 下関条 約 第6条 第4填 は 、 中国 に澄 け る企業 経 営 を 日本 にみ とめ た条項 で あ るが、

それ は通 商条 約 に再 議 さ るべ き もの で あ った(と い う点 も争 点 で あ ったが)。 そ の交 渉過 程 の分

析 を通 じ、争 点 は 、企 業経 営 は み とめ っつ 、 中国国 内 課 税 と最 患国 条 款 が争 わ れ た こ とが わか り

そ の結 着 ま でに先 進諸 国 の動 向が 大 き く作 用 して い るQ外 国 は 、最 恵 国条 款 に よって 日本 の獲得

を荊 用 し、 中国 の 日本 へ の対立 に当 って は 中国 側 に廻 ってい るQこ う した事 構 が あ って、 日本 の

企業 進 出は 具 合 よ く進行 しなか った が、 そ の動 きはす で に あ った 。そ してそ れ は、 海外 諸国 の 中

国 進 出 に刺 激され ての こ とで あ った。

19世 紀 末 中国 市場 は 大 き く問題 とな り、海 外企 業 の進 出は 、 商業機 関 、 銀行 のほ か 、製 造業

に 及ん だが 、 製造 企業 はみ とめて 於 らず外 交 上の争 点 で あっ た。 日清 戦争 は これ を解 決 したが 、

日纂は そ の利 用 を困難 に され 、 それ を こ身 るほ どの 力 もなか った とい 身.よう。

第四 章 に お・いて 、 明治50年 代 に あ った とされ る産業 革 命 説 の再検 討 と独 占化 煩 向 を扱 ってい

るo

まず は じめに 、 日本 のぱ あい 、 産業 資本 の形 成は程 な く独 占化(カ ル テル形 成)し て き、 そ の

重 複 した進 行 を特 徴 としてい る。 しか し この よ うな事 情 は 日本 だ けにみ られ る ので は な く、 いわ

ゆ る後 進 資奉 主 義 にみ られ る こ とで あ るQ反 面で は農 村 分解 の不徹 底、 手 工業 の 残存 な どを と も

左ったo

こうい う場合の産業革命はどのようになるかを問レ}、産業革命の始点は、近代的磯械制工場の

創設 に 求 め られ るが 、 終 りの方 は、 独 占化 が進 行 して ゆ くの と重 な る こ とか ら、 明瞭 に判 別 で き

な くな り、 産業 革 命 は 歴史 的時 期 区 分 を劃 しが たい として 問題 を出 して い る。

っ いで 日取 の産 業革 命 を しらべ る と、 明治30年 頃 で は 、紡 績業 を のぞ いて は 、磯 械 制 大工 業

はす くな く、 重 工業 と くに 工 作機械 部 門 の著 しい立 ち澄 くれが 南 る ことが み とめ られ る。他 方 で

は、生 産 と 資双 の集 中運 動 がは じま 鉱 カル テル 彰成 も進ん だ。 しか もそ の う身国 家 資本が 拡 充

され 、官 業 の ほ か特 殊銀 行 と りわ け 日本 興業 銀 行 が外 資め導 入 、 資本 輸 出を行 って い る こ とか ら、

たん に産業 革 命の疇 期 とだ け み る こ とはで きない。 重 工業 製 品 、 と くに機 械 の海 外 輪 人 に依 存 し

た こ とは 日瓜 産業 革命 の不 具性 、特 殊 性 とみ とめ られ る。

経60



最 後 に、 日本 資:本主 義 の後進 性 と従属 性 の うち、 従属 性 の 画は やカミて明 治末 期関 税 改 正 に よ一,

て 自主性 を回 復 した時 期 に 求 め られ 、 そ の とき、独 占資本 主義 の一 応 の成 立 と と もに資本 主 義 と

して も成 立 した もの とみ て い る。

論 文 智 査'結 果 り 要 旨

この博 士論 文 は 明 治15年 創 設 の紡 績連 含 会 の 発展 を中心 に 明 治期 に 診け る独 占組 織 の成立 を

論 じた もので、論 文 提 出者 のほ ぼ15年 にわ た る枡 究成 果 が こ こに 集 大成 され てい る。

そ の章 別構 成 は第1章 では 明 治10年 代 の紡績 連 合会 を 、弟2章 で は 明治20年 代 の紡 績 連 合

会 をそ れ ぞ れ主 として取 扱 い、 第5童 で は前 章 を うけ て、 紡績 連 合 会 が著 し くカル テ ル的性 格 を

帯 び、 そ の傘 下企業 が 輸 出 に椿 力的 に 乗 り出 す とと もに、 い ち早 く海外 へ の企業 進 出 を試 み るに

至(た 要 因 を詳論 し、 終章 では 日本 に 詮け る産業:革命につ い て の諸 説 の再検 討 を通 じ、 明 治5』0

年代 に澄 い て資本 主 義 の確 立 と独 占資 本 の成 立 とが 重 な る特 殊事 情 を附 明 し、 これ を結 論 に代 え

て い るo

そ の と りわ け独 創 的 な と ころは 、初 期 の紡 績蓬 合 会 の性 格 につい て 、従 来 の同 業組 合 説 と独 占

体説 とを批判 的 に検 討 し、 両者 の いず れ と もい い難 い 「洋 糸髄 過 」の た め の 「育 成 カルテ ル 」説

をた て、 その 発 展過 程 に お い ては 、棉花 輪 入 税 と綿 糸 輸 出税 の免 除 が逓 説 の よ うな単 なる 目由主..

義的 要 請 に基 くもので は な く、紡 績連 合会 の明 か に独 占組 織 と して の性 格 に よる もの で あ る と、

む しろ総 じて創成 期 に引 続 いて 、対 外関 係 が発 展的 に紡 績連 合 会 を急 速 に カル テル化 させ た そ の

経緯 を解 明 し、独 占組 織 と して の紡績 連 合 会 の性 格 もダン ピング操業 短 蠣に の み求 むべ きで は な

い と して い る ところで あろ う。 これは 極 めて 重要 な指摘 で あ って、論 証 に な於幾 多の不 充分 な と

ころが 見出 され る に も拘 らず 、 高 く評 価 しなけ れば な ら ない 。

な 澄、 棉花 輸入 税 免除 につ い て の研 究は 多 い が 、 この輔 文 の よ うに 綿糸 輸 出税 の 免除 を もそれ

との関連 の下 に同 峙 に裸 上 げ た ものは 甚だ少 な い。

以 上述 べ た ところに ょ り、 論文 提 出者 は経 済学 博 士 の学 位 を うけ る資格 を もつ もの と認 定 され

るo

経61


